
公益法人
の区分

国所管、都
道府県所管
の区分

応札・応
募者数

産業廃棄物の収集運搬等
処理作業（その１）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁航空装備研究
所管理部会計課長
木村　浩一
東京都立川市栄町1-2-10

R6.8.6

㈱山一商事

東京都港区六本木７
丁目１５番１４号

7011601007005 一般競争入札 2,937,000 2,530,000 86.14% 6050

天井クレーン年次点検及
び修理

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁航空装備研究
所管理部会計課長
木村　浩一
東京都立川市栄町1-2-10

R6.8.6

㈱長誠クレーンサー
ビス

千葉県富津市岩瀬１
３７７番地１

5040001051892 一般競争入札 1,298,479 1,298,000 99.96% 6051

クレーンの点検

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁航空装備研究
所管理部会計課長
木村　浩一
東京都立川市栄町1-2-10

R6.8.23

不二工業㈱

神奈川県横浜市泉区
新橋町１９００番地
８

2020001024317 一般競争入札 3,494,700 3,300,000 94.43% 6054

通信設備の点検

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁航空装備研究
所管理部会計課長
木村　浩一
東京都立川市栄町1-2-10

R6.8.23

梅田電気設備工業㈱

東京都新島村本村２
丁目７番９号

7010001131381 一般競争入札 1,826,000 1,826,000 100.00% 6055

器材借上（その１）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁航空装備研究
所管理部会計課長
木村　浩一
東京都立川市栄町1-2-10

R6.8.23

㈱アクティオ

東京都中央区日本橋
３－１２－２

6010001034494 一般競争入札 7,063,100 3,289,000 46.57% 15022

１２式地対艦誘導弾能力
向上型の性能確認試験
（第１次発射試験）のた
めの支援作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁航空装備研究
所管理部会計課長
木村　浩一
東京都立川市栄町1-2-10

R6.8.6

（一財）防衛技術協
会

東京都文京区本郷３
丁目２３番１４号

7010005018591 一般競争入札 14,423,000 13,968,900 96.85% 16009

入出門監視等作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁航空装備研究
所管理部会計課長
木村　浩一
東京都立川市栄町1-2-10

R6.8.23

ジャパン・トータル
サービス㈱

東京都千代田区麹町
３丁目５番地

5010401014394 一般競争入札 2,030,600 2,030,600 100.00% 16013

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入
札・指名競争
入札の別（総
合評価の実
施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

法人番号

付紙様式第３



公益法人
の区分

国所管、都
道府県所管
の区分

応札・応
募者数

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入
札・指名競争
入札の別（総
合評価の実
施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

法人番号

付紙様式第３

海上警戒・監視作業及び
浮遊物等回収作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁航空装備研究
所管理部会計課長
木村　浩一
東京都立川市栄町1-2-10

R6.8.1

植長丸

東京都新島村若郷２
－１１

－ 一般競争入札 10,703,000 9,625,000 89.93% 単２６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。


